
 第 15 回 甲賀市自治基本条例策定委員会 次第 

 
日時：平成 26 年（2014 年）8 月 5 日（火） 

14 時 00 分から 16 時 00 分まで 
場所：市民福祉活動センター 多目的室   

 
１ 開 会                

 
 
 
２ 第 14 回会議録の確認について 

 
 
 
３ 部会案に対する意見出し 

 
 
 
４ 部会案に対する意見の整理 

 
 
 
５ 今後のスケジュール 

・第 16 回  平成２６年９月９日（火） 場所：サントピア水口 教養文化室 
    １４：００～１６：００ 

   ・第 17 回  平成２６年１０月２日（木） 場所：サントピア水口 教養文化室 
            １９：００～２１：００ 

 
６ その他 

 
 
 
７ 閉 会 
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（建設管理課課長補佐） （教育総務課課長補佐）
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関連部会

第２部会

第３部会

全体

全体

全体

全体

論点 部会または個人の考え方と関連意見

第１４回（７月15日）の議論の確認

条文の表現の仕方（書き方）の調整

・市民視点で、みんなにわかりやすい表現がいいとは思う
が、ぶれない解釈が必要。
・「ます」「です」調はやさしい印象を与えるが、項目の
内容によってはふさわしくないものもあるのではないか。
・地方自治法では「～しなければならない」という条文の
部分を、条例であらためて記載する場合「～に努める」と
いう表現ではいけない。全体的に法律との整理が必要。

自治基本条例を最高規範として位置づけるか。

「地域愛」「国際」「子ども」「高齢者」
「障がい者」を特出しするか。

「協働」と「市民の役割」との調整

住民投票について

・常設型ではなく、個別設置型を考えている。市政の重要
事項について問題がある場合、その目的にあった方法で条
例を設けて行う。個別の案件ごとに議会による条例案の審
議が必要であるため、議会によるチェックが可能。
自治基本条例に実施できることを明記しておく方がいいの
ではないか。（第３部会）

・地方自治法に基づく有権者の５０分の１以上の署名で条
例制定の直接請求が可能なので、あえて自治基本条例に住
民投票についての記載はしなくてもいいのではないか。
（他の委員の考え）

第1部会

市民の範囲
（別添資料参照）

・住民（満２０歳以上、3か月以上在住、日本国籍）
（０）前文の「私たち」、（２）位置づけの「市民の目
線」
・上記に加え、未成年（子ども）、外国籍住民
・上記に加え、通勤、通学、個人事業主、本籍、土地所有
者
・上記に加え、地縁団体（区・自治会・自治振興会）、市
民活動団体（ＮＰＯを含む）、事業所（企業）、法人

自治基本条例の名称について 親しみやすい名称など

言葉の整理 「市」と「行政」、「議会」と「市議会」など



想定される項目
【満２０歳以上、3か月以上在
住、日本国籍】

【左記に加え、未成年（子ど
も）、外国籍住民】

【左記に加え、通勤、通学、個人事業
主、本籍、土地所有者】

【左記に加え、地縁団体（区・自治会・自治振
興会）、市民活動団体（含：ＮＰＯ）、事業所
（企業）、法人】

（０）前文 「私たち」 「市民一人一人」、「市民相互」

（１）目的・理念 「市民」

（２）位置づけ 「市民の目線」

（３）目指すまちの姿 「市民」

（４）甲賀市らしさ

（５）地域愛 「私たちは」※表現の再考

（６）国際 「市民」

（７）子ども

（８）高齢者

（９）障がい児・者の権利 「地域住民」※表現の再考

（１０）教育 「市民」

（１１）条例の見直し・推進

（１２）安全・安心 「地域住民」 「市民」

（１３）区・自治会 「地域住民」

（１４）自治振興会 「その地域に住む、または活動するすべての個人」

（１５）市民参加 「市民」

（１６）協働 「市民」

（１７）市民活動（ＮＰＯ） 「市民」

（１８）国・県・地域との関係

（１９）情報の共有、情報の提供、
情報の公開

「市民」

（２０）個人情報保護 「市民」

（２１）市民の役割と責務・権利 「市民」

（２２）企業・事業者の役割と責務 「市民」

（２３）議会、議員の役割と責務
「市民の声」

「市民の代表者として」※表現の再考

（２４）市長等行政の役割と責務 「市民」

（２５）市政の運営 「市民」

なし

 

なし

なし

なし

なし

市民の範囲「私たち」 Ａ Ｂ



範囲
「私たち」
Ａ 個人 市民
Ｂ 市民 市民等

 

表現（案）

地縁団体（区・自治会、自治振
興会、市民活動団体（含：ＮＰ

Ｏ）、事業所（企業）、法人

通勤、通学、個人事業主、
本籍、土地所有者

未成年（子ども）、外国籍住
民

住民（有権者）【満２０歳以上、3
か月以上、日本国籍】

Ａ

Ｂ市民の範囲について

「私たち」


